
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 ＜対象者＞  ・従業員が 20名以下（商業・サービス業は 5名以下）の個人事業者 
        ・税理士の関与を受けていない個人事業者 
 
 ＜指導料＞  記帳に関するご相談は無料です。 

        ※ 確定申告書の作成相談、記帳代行・決算代行は本指導内容に含まれません
のでご注意ください。 

 
 ＜指導期間＞  原則 令和6年 6月1日 ～ 令和７年 3月15日 
 
 ＜詳 細＞  受講が決まりましたら、後日、改めてお申込の方にご案内いたします。 
 
 ＜申 込＞  下記にご記入の上、FAX又はメールで明石納税協会にお申込みください。 
 
 ＜共 催＞  近畿税理士会明石支部 
 

 
 
 
 
 

 
 

【記帳継続指導  申込書】   F A X : 078-923-1606 

事業所名 
 

所 在 地 
 〒   - 

Ｔ Ｅ Ｌ 
 

Ｆ Ａ Ｘ 
 

代表者名 
 

従業員数 
 

業 種 
 令和６年 

  月  日 記入 

 ご記入の個人情報は明石納税協会及び明石商工会議所の事業運営のみに使用させていただきます。 

 

 明石納税協会 

ホームページからも 
お申込みいただけます 

 

 

この「申込書」を受け取りましたら、明石納税協会
から、受信確認のメールかＦＡＸを返します。 

※ 届かない場合はご連絡ください。 

【 問合せ先 】      公益社団法人 明石納税協会 
     〒６７３－００２５ 明石市田町１－１２－２８ 
電話 ０７８－９２３－１５００ / FAX ０７８－９２３－１６０６ 

「帳簿のつけ方がわからない」、「つけ方を教えてほしい」といった個人事業者の方が
自己記帳できるよう、「記帳指導員（税理士）」の巡回指導により、日々の記帳方法など
実務指導を無料で行っています。 
（巡回指導は、ＷＥＢ会議システムを利用して個別指導することも可能です。） 

 ※ 当協会は明石商工会議所と連携していますので、本指導を受けることができます。 
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